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市役所内会員名等掲示に関する内規 

 

 （目的） 

第１条 この内規は、八王子・日野両市役所内への東京都行政書士会八王子支部（以下「支部」という。）

会員名等の掲示（以下「会員名掲示」という。）に関し、その運用等を定めることを目的とする。 

 

（会員名掲示の資格） 

第２条 会員名掲示を希望し、以下の各号に該当する者はその資格を有する。  

（１） 個人の支部会員 

（２） 法人の支部会員 

 

（欠格事由) 

第３条 以下の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定に関わらず会員名掲示の資格を有しない。 

（１）支部細則第３７条第 1項の定めにより支部会員権を停止された者 

（２）行政書士法第１４条の規定による懲戒処分を受け、当該処分終了の日から２年を経過しない者 

（３）支部理事会により、会員名掲示の資格を有しないと判断された者 

 

（会員名掲示事項・場所） 

第４条 会員名掲示事項については、以下の各号のとおりとする。 

（１） 名称（個人会員の場合は個人名、法人会員の場合は法人名） 

（２） 事務所の所在地 

（３） 電話番号 

２ 前項に関わらず、各市役所の意向等により掲示事項の一部が制限される場合がある。 

３ 本条に定める掲示事項の掲示場所は、各市役所の指示に従うものとする。 

  

 （申請手続等） 

第５条 会員名掲示は、第２条に定める資格を有する者が、支部が定める方法による申請手続により行

うものとする。 

 

（会員名掲示の削除・変更） 

第６条 支部会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員名掲示資格を失い、掲示事項を削除す

るものとする。 

（１） 会員名掲示の希望しなくなったとき 

（２） 第３条に定める欠格事由に該当したとき 

（３） 支部を退会したとき 

（４） その他、支部理事会が削除することが適当と判断したとき 

２ 前項の定めにより掲示事項を削除した場合には、掲示されていた物品等について会員に対して返還

しないものとする。 

３ 本条第１項の定めにより削除された者であっても、本条第１項各号にすべて該当しなくなった場合

は再度第５条の申請をすることができる。 

４ 事務所移転、改姓等により掲示事項に変更が生じた場合には申請を要せず、支部名簿の変更に基づ

いて掲示事項を変更する。 
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（費用負担） 

第７条 会員名掲示に関する費用は有料とし、１，０００円（税込）を徴収する。 

２ 前条第３項に基づき再度申請をする者からは、前項の費用を再度徴収する。 

３ 前条第４項による変更の際には費用の徴収は行わない。 

 

（会員名掲示の事務） 

第８条 本内規に定める会員名掲示に関する事務は、支部総務部において行う。 

２ 本内規に定める事務等の頻度は以下の各号のとおりとする。 

（１） 掲示申請受付手続（第５条）    年１回 

（２） 掲示事項削除手続（第６条第１項） 年２回 

（３） 掲示事項変更手続（第６条第４項） 年２回 

３ 前項に関わらず、緊急性のある事務については随時行うものとする。 

 

（その他） 

第９条 会員名掲示に関する事項で、本内規に定めがない場合は支部理事会において決定する。 

 

附 則 

 令和元年７月１３日より施行する 

 本内規の施行に伴い、「市役所内会員名掲載内規」（平成２４年７月７日施行）および「東京都行政書

士会八王子支部・市役所内会員名簿掲載申込要領」（平成２４年７月７日施行）を廃止する。 
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